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免
除
制
度

保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
人
は
、
申
請
し

て
認
め
ら
れ
る
と
、保
険
料
の
納
付
が
全
額
、

も
し
く
は
一
部
免
除
さ
れ
ま
す
。

対

象
／
本
人
・
配
偶
者
・
世
帯
主
の
所
得

が
一
定
以
下
の
人

※�

一
部
免
除
と
認
め
ら
れ
た
人
が
減
額
さ
れ

た
保
険
料
を
納
め
な
い
場
合
は
、
未
納
と

同
じ
と
な
り
、
そ
の
期
間
の
免
除
は
無
効

に
な
り
ま
す
。

納
付
猶
予
制
度

保
険
料
の
納
付
が
困
難
で
、
納
付
に
猶
予

が
必
要
な
人
は
、申
請
し
て
認
め
ら
れ
る
と
、

保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

対

象
／
本
人
及
び
配
偶
者
の
前
年
所
得
が

一
定
以
下
で
、
20
歳
以
上
50
歳
未
満
の
人

★
失
業
を
理
由
と
す
る
申
請
の
と
き
は

失
業
し
た
人
の
前
年
の
所
得
を
除
外
し
て

審
査
を
行
い
ま
す
。
離
職
日
が
、
申
請
年
度

の
前
年
1
月
1
日
以
降
の
人
が
対
象
で
す
。

例
え
ば
、
令
和
6
年
度
の
申
請
の
場
合
、
令

免
除
・
納
付
猶
予
制
度
の
ご
利
用
を

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
と
き
は

富
士
年
金
事
務
所（
〒
4
1
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8
6
5
4
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国
保
年
金
課 
国
民
年
金
担
当
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役
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国
民
年
金
第
1
号
被
保
険
者
で
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
人
は
、
国
民
年

金
保
険
料
免
除
・
納
付
猶
予
制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問 合 せ お知らせ

▲�詳しくは
こちら

●
就
労
支
援

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
就
労
は
、
働
き
づ
ら
さ
を

抱
え
た
全
て
の
富
士
市
民
を
対
象
と
し
、
一

人
一
人
の
働
き
づ
ら
さ
に
応
じ
た
、
オ
ー

ダ
ー
メ
ー
ド
型
の
就
労
支
援
を
行
っ
て
い
ま

す
。
就
労
準
備
、
職
場
見
学
、
就
労
体
験
か

ら
就
労
に
至
る
ま
で
、
様
々
な
ス
テ
ッ
プ
が

用
意
さ
れ
て
い
て
、
利
用
者
そ
れ
ぞ
れ
の
状

況
に
応
じ
た
支
援
を
提
供
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
、キ
ャ
リ
ア
チ
ェ

ン
ジ
の
相
談
や
、
子
育

て
な
ど
の
す
き
ま
時
間

を
利
用
し
た
短
時
間
勤

務
の
相
談
に
も
応
じ
て

い
ま
す
。

●
生
活
相
談

「
生
活
費
が
足
り
な
い
」、「
借
金
が
返
済

で
き
な
い
」、「
家
賃
を
滞
納
し
て
い
て
家
を

追
い
出
さ
れ
そ
う
」
な
ど
、
生
活
上
の
困
り

事
に
つ
い
て
相
談
に
応
じ
ま
す
。

●
ひ
き
こ
も
り
支
援

本
人
や
家
族
か
ら
の
相
談
に
お
い
て
、ひ
き

こ
も
り
の
状
況
や
、
抱
え
て
い
る
悩
み・課
題

に
つ
い
て
丁
寧
に
話
を
聞
き
、支
援
員
が
相
談

内
容
に
合
わ
せ
、必
要
な
支
援
を
行
い
ま
す
。

秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。
ま
ず
は
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

相
談
窓
口
ま
で
来
る
こ
と
が
難
し
い
場
合

は
、
ご
本
人
の
希
望
が
あ
れ
ば
自
宅
へ
の
訪

問
も
で
き
ま
す
の
で
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
就
労
支
援
セ
ン
タ
ー

仕
事
や
生
活
で
、
困
り
事
は
あ
り
ま
せ
ん
か

富
士
市
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
就
労
支
援
セ
ン
タ
ー　
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ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
就
労
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、仕
事
の
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、

生
活
の
こ
と
な
ど
あ
ら
ゆ
る
相
談
に
応
じ
、
相
談
す
る
人
の
状
況
に

合
わ
せ
て
適
切
な
支
援
を
提
案
し
ま
す
。
相
談
内
容
に
よ
っ
て
は
、

ほ
か
の
相
談
窓
口
と
連
携
し
て
支
援
し
ま
す
。

問 合 せ お知らせ

初回面談

家族支援

相談来所 自宅訪問

訪問（月1～4回）

心の整理の時間を
つくる
就労の方向性が決
まったら就労準備
就労意欲が出たら、
就労支援を開始

ひきこもり支援の流れ

家族面談

定期的に
状況を伝
える

本人支援

自宅訪問

こもれび
ラウンジ
（家から出ら
れるように
なったとき
の居場所。
フィランセ内）
通所

▲�支援の流れはこ
ちらから（動画）

▲�詳しくは
こちら

和
5
年
1
月
1
日
以
降
に
離
職
し
て
い
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
申
請
に
は
必
ず
雇
用
保
険

被
保
険
者
離
職
票
ま
た
は
雇
用
保
険
受
給
資

格
者
証
な
ど
の
離
職
日
を
証
明
す
る
書
類
の

写
し
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
方
法

国
保
年
金
課
ま
た
は
富
士
年
金
事
務
所
に

申
請
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

持�

ち
物
／
基
礎
年
金
番
号
が
分
か
る
も
の

（
年
金
手
帳
等
）、
免
許
証
等
の
身
分
証
明

書
、
雇
用
保
険
被
保
険
者
離
職
票
等
の
写

し
（
失
業
を
理
由
と
す
る
場
合
）

注
意
事
項
／

•�

7
月
か
ら
翌
年
6
月
ま
で
を
1
年
度
と
し

て
申
請
で
き
ま
す
。

•�

申
請
日
か
ら
2
年
1
か
月
前
ま
で
の
期
間

に
さ
か
の
ぼ
っ
て
免
除
申
請
が
で
き
ま
す
。

•
原
則
、
毎
年
申
請
が
必
要
で
す
。

令
和
6
年
度
の
申
請
受
付

令
和
6
年
度
分
（
令
和
6
年
7
月
〜
令
和

7
年
6
月
分
）
の
免
除
申
請
は
、
7
月
か
ら

受
け
付
け
て
い
ま
す
。


